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１　電気事業会計

支　　　　出 （単位：千円）

款 項 目 補 正 予 定 額

1 事 業 費 25,493

1 営 業 費 用 25,493

1 水 力 発 電 費 23,812 人件費の補正

給 料 6,395

手 当 13,661

法定福利費 3,756

2 送 電 費 300 人件費の補正

給 料 △ 266

手 当 432

法定福利費 134

3 一 般 管 理 費 3,960 人件費の補正

給 料 1,484

手 当 729

法定福利費 1,747

4 萩形発電所費 △ 2,579 人件費の補正

給 料 △ 1,559

手 当 △ 532

法定福利費 △ 488

（単位：千円）

482,349

２　工業用水道事業会計 

支　　　　出 （単位：千円）

款 項 目 補 正 予 定 額

1 事 業 費 △ 4,064

1 営 業 費 用 △ 4,064

1 維 持 管 理 費 △ 2,692 人件費の補正

給 料 △ 837

手 当 △ 1,222

法定福利費 △ 633

2 一 般 管 理 費 △ 1,372 人件費の補正

給 料 △ 866

手 当 △ 251

法定福利費 △ 255

（単位：千円）

287,936

収 益 的 収 入 及 び 支 出

備　　　　　　　　　考

補正後収支差

備　　　　　　　　　考

補正後収支差

平成２８年度 秋田県公営企業会計の補正予算について

増額し 、工業用水道事業会計で４，０６４千円減額する。

収 益 的 収 入 及 び 支 出

　人件費について、給与改定及び実績見込みにより、電気事業会計で２５，４９３千円

公 営 企 業 課
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企業職員の給与の種類および基準を定める条例の一部を改正する条例案について

公 営 企 業 課

１ 改正理由

民間における賃金の支給状況に鑑み、企業職員について扶養手当の支給対象者の範囲

を改定する必要がある。

２ 改正内容

（１）２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子に係る扶養手当

以外の扶養手当は、その職務の級が一般職の職員の給与に関する条例（昭和２

８年秋田県条例第２２号）第４条第１項第１号に規定する行政職給料表の９級

に相当するものとして知事が定める職員に対しては支給しないこととする。

（第３条関係）

（２）その他所要の規定の整理を行う。

３ 施行期日等

（１）この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

（２）この条例の施行に関し所要の経過措置を規定する。
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